
 

 

令和３年度の審議スケジュールについて 

 

１．児童福祉専門分科会 

○ 第 1回児童福祉専門分科会（書面開催） 

・児童虐待の防止等に関する法律第 13条の 5による報告 

・措置・里親審査部会及び保育所等認可審査部会の審議状況の報告 

・措置・里親審査部会における児童虐死亡事例検証について 

・令和３年度の審議スケジュールについて 

※急遽ご審議いただく事案が生じた際には、改めてご案内をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

２．部会 

（１）措置・里親審査部会 

○ 2か月に 1回（奇数月の第２金曜日を予定。）開催 

 

（２）保育所等認可審査部会 

○ 年に 1回程度開催予定（次回は３月開催予定） 

・保育所の認可を行う場合の調査審議 

・家庭的保育事業等※の認可を行う場合の調査審議 

 

 ※家庭的保育事業等…家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、 

事業所内保育事業 

 

資料４ 


